
平成23年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その３ 

平成23年９月13日（火） 

                                           

     

（午前10時45分 再開） 

○議長（井上勝彦君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い一般質問を行います。 

 順番８、13番 石橋君。 

〔13番（石橋英和君）登壇〕 

○13番（石橋英和君）13番 石橋でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 通告に従いまして、災害対策につきまして

質問をさせていただきたいと思います。 

 さきの東日本大震災の復興に今後巨額の国

費が投入され続けますが、それにより、本市

が本来もらうべき国費に今後何がしかの影響

が出るのでしょうか。また、市直接の事業で

はありませんが、371号パイパスの進捗に影響

があるでしょうか。 

 ２番目、橋本市内には多くの活断層が確認

されております。それらが東南海・南海地震

に誘発されて動くのか、独自に動くのか、私

たちの地域特有の心配の種であります。また、

逆に、私たちの地域では津波ややわらかい堆

積地盤で発生する液状化現象はないと言われ

ております。よって、私たちは、あえて最大

級の直下型地震がこの橋本市を壊滅的に破壊

してしまったことを想定して、その状況下ど

のようにしたら一人でも多くの市民の命を救

えるのかを徹底的に研究しておかなければな

りません。 

 この12号台風でも何十人かの尊い命が奪わ

れましたし、さきの東日本大震災ではその何

百倍もの人が亡くなりました。もうこれ以上

の犠牲は出したくありません。防災対策は私

たちの終わりのない永遠のテーマであります。

自然災害の犠牲になられた方々のご冥福をお

祈りするとともに、その死を無駄にすること

なく、災害から人の命を守れる対策の構築が

私たちの責務であります。 

 今回、私は、被災直後の市内道路網の機能

回復に的を絞って質問をさせていただきたい

と思います。 

 被災直後、最優先されるべきは、けが人の

搬送でありましょう。大急ぎで治療を要する

大量のけが人が出ています。救急車も民間の

車も、血眼になって被災患者を運ぶことだけ

に追われる時間が続きます。 

 巨大災害が起きれば、初日にけが人の何割

を運べるかがその災害の犠牲者の数を左右し

てしまいます。災害が広範囲に及べば、ヘリ

はとり合いになります。やはり、道路であり

ます。すべての災害計画は、道路が満足に通

行できて初めて現実のものとなっていきます。

道路に何の支障もない平常時に会議室の机の

上でつくった防災計画に私は不安を感じてい

ます。通行不能となった道路をどのようにし

て迅速に機能回復させるかを徹底的に練り上

げておかなければなりません。 

 質問。台風や集中豪雨も含めて、自然災害

によって市内道路網が多数寸断された場合の

緊急復旧作業について具体的に説明願います。 

 以上、第１回の質問とさせていただきます。

ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下義之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）石橋議員の東日本大震

災による本市の国庫金の影響についてのご質

問にお答えいたします。 
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 ３月11日に発生した東日本大震災は過去に

例を見ない未曾有の災害をもたらし、その復

興事業については、内閣に設置された東日本

大震災復興対策本部において、復興期間を10

年間とし、当初の５年間を集中復興期間と位

置づけられています。 

 また、復興事業規模では、10年間で23兆円

程度と見込み、そのうち５年間の集中復興期

間において19兆円程度とされているところで

すが、実際は、原発がございますものですか

ら、この対策に向けて相当上回るんではなか

ろうかと考えております。 

 このような中で、国においては、５月２日

に約４兆円の震災経費を計上した第１次補正

予算が成立し、さらに７月26日には、震災関

連経費や原子力損害補償経費などを合わせた

約２兆円の第２次補正予算が成立いたしまし

た。中でも、第１次補正予算の４兆円の震災

経費については、既存予算を３兆7,000億円減

額した上で、その減額分を震災経費に充てた

予算編成となってございます。 

 このことから、本市においても影響がある

と見込まれる国費のハード事業を中心に調査

した結果、建設部所管の事業では、内示額ま

たは交付決定額が要望額の約70％から90％と

なっております。 

 なお、建設部以外では、現在のところ、特

に震災による影響があまり出ていない状況の

ようであります。 

 さらに、発生直後は、緊急輸送路の確保や

仮設住宅等の建設、資材関連企業の被災など

によりまして、本市におきましても、宿の温

泉施設工事の配管等々の建設資材等が不足し

た時期もありましたが、現時点では流通にも

大きな影響は出ていない状況と聞いておりま

す。 

 また、特に道路体系の避難等のご質問でご

ざいますが、国道371号のことで、特に和歌山

県に確認をいたしましたところ、年度当初に

おける道路の補助、交付金予算はここ２年続

けて大幅に減少していることから大変厳しい

状況にあり、さらに今後震災の影響も懸念さ

れますと、国道371号橋本バイパスについては、

府県間道路として重点的に予算を配分をし、

橋本区間、つまり柱本まででございますが、

平成25年の完成を目標に一層努力していかな

ければならないと思ってございます。 

 本市では、３月市議会定例会において、平

成23年度当初予算の議決をいただいたところ

でありますが、今回の震災の本市予算への影

響を懸念すると同時に、予算や財源に対する

職員の危機意識の必要性の観点から、３月25

日、いち早く各部課長に対し、文書による通

知を行っております。 

 その主な内容は、国・県補助事業の予算配

分等の通知・通達に十分留意すること、また、

国・県補助事業の執行は交付決定通知をもっ

て実施すること、平成23年度上半期は平成22

年度繰越事業を速やかに実施すること、事務

経費についても徹底した削減に取り組むこと、

事業の中止・縮小・延期が生じた場合は関係

住民に十分説明をし理解を得ることなど、予

算関連の確認事項として、合わせて10項目に

ついて周知徹底を図っておるところでありま

す。 

 なお、先日誕生した野田総理大臣は、「財源

なくして、政策なし」との考えを持っている

ことから、次に編成が見込まれる国の第３次

補正予算も含め、今後も国の動向を注視した

いと考えていますので、ご理解のほどをよろ

しくお願いをいたします。 

 ただ今の質問は大変重要なことで、国難と

まで言われておる大変厳しい時期でございま

す。四、五年も続くであろうと考えますので、

３月から４月にかけまして、各国会議員に本

市の今後の見通し等々につきましても十分お
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話をつないでおるところでありまして、早速

９月16日には教育委員会から学校建設の見通

し等で非常に問題があるわけでございますの

で、状況をして、ひとつそれの対応に当たっ

てまいりたい。そういうことも数々あるわけ

であります。 

 なお、残余の件につきましては、担当参与

より説明をさせていただきます。 

○議長（井上勝彦君）建設部長。 

〔建設部長（松浦広之君）登壇〕 

○建設部長（松浦広之君）通行できなくなっ

た道路の迅速な復旧については、本市の防災

計画の災害応急対策における組織構成により、

応急対策部土木班が公共土木施設の被害調査

及び応急対策を担当しています。 

 まずは、防災活動拠点等への道路の情報を

収集、被害調査を行い、緊急輸送道路等の確

認をし、被害状況に応じた通路確保のための

応急対策を行います。 

 被害の程度にもよりますが、具体的には、

災害時における応急復旧応援に関する協定書

に基づき、協定を締結いただいている建設業

者に応援要請を行い、道路等の施設及びがけ

崩れ等の応急復旧並びに不足する重機、車両

等の提供を求め、早急な機能の確保・復旧を

図るため、必要に応じた応急対策の応援をお

願いすることになります。 

 次に、耐震性に問題がある市内の橋梁に対

する対策ですが、本市が管理する道路橋梁は

440橋あります。平成８年に改訂された道路橋

示方書により耐震性が見直され、平成８年以

前に建設されたほとんどの橋梁はこれに適合

しておりません。 

 現在、橋の長寿命化計画策定事業により、

修繕計画を策定すべく橋梁点検作業中であり、

本年度で完了する予定です。 

 今後は、点検結果をもとに、主要幹線道路

及び緊急輸送道路の橋梁を中心に優先順位を

設け、財政状況も踏まえながら、耐震補強等

の対策を講じてまいりたいと考えます。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君、再質問

ありますか。 

 13番 石橋君。 

○13番（石橋英和君）どうもありがとうござ

いました。１番目の国庫金につきましては、

震災に対して私たちは精いっぱいの義援金も

集め、そして市当局から職員が当地にも行っ

て復興のお手伝い、そして私たちの仲間もボ

ランティアで現地に入りまして。ですから、

それに対する気持ちというのと、だからとい

って国庫金を遠慮するというのは、これは筋

違いの話だと私は認識いたします。やはり、

橋本市が元気でいることがひいては被災地の

復興に側面から応援をすることだと、そのよ

うに認識いたします。 

 ですから、本市といたしましては、本当に

遠慮せずに、もらうべき国庫金はしっかりと

もらっていただいて、橋本市の行政活動につ

なげていっていただきたい。そのように思い

ます。質問は結構でございます。 

 そして、２番目の大型災害時の市内の道路

網の機能回復であります。今、私たちの社会

は車社会であります。すべてのことに車が大

切な役割を果たしております。市行政も市当

局の行政サービスを車に積んで市民に配達し

ているという表現を使っても過言ではないほ

ど、現在、車の果たしている役割は大きいわ

けでございます。 

 そんな中で、私のきょうのテーマ、大型自

然災害でありますけども、この橋本市地域防

災計画であります。このたびの質問にあたり

まして、再度目を通させていただきました。

非常によくできていると思います。 

 しかし、それこそこれが黄門さまの印籠の

ように、災害が起こったとき、「これが目に入

らぬか」とこれを出したら、山から崩落して
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きた土がこれを見て、「ははあ」と言って山に

また戻ってくれたらいいんですけども、けが

人の出血がこれを見せたらとまってくれたら

いいんですけども、実際、そういったこと、

私たちの力でやり遂げなければ何も解決され

ないわけでございます。これをやり遂げてこ

そ、これが非常に立派ないい計画になるわけ

でございまして、それをできなかったら、残

念ながらこれは絵にかいたもちであります。 

○建設部長（松浦広之君）具体的に申します

と、橋本市自身が例えば掘削重機、運搬的な

ものというのはほとんど持っていないという

ふうに解していいんではないかと。具体的に

その土を動かす、運搬するとなりますと、先

ほども申しましたとおり、建設業者にお願い

をするしかないというのが実態でございます。

ですので、１時間当たり、あるいは１日当た

りどれぐらいの度量を運べるかというのはど

れだけの建設業者を含めて重機を用意できる

かと、現場に投入できるかということでござ

いますので、残念ながら、現計画において、

１日当たりどれだけの重機を投入できるとい

うところまで詳細にわたった計画にはなって

ございません。 

 ですから、これを何とか、せっかく立てた

計画を生かすために、先ほど申しましたよう

に、モータリゼーションの今、世の中でござ

います。車が動かなかったら、本当にこの災

害復旧計画というのは絵にかいたもちであり

ます。 

 最初の質問で申しました、とりあえず激震

で徹底的にやられたときを想定しておきまし

ょうということで話を進めたいと思います。

それ以下の軽微な災害であれば、当然楽に対

応できるわけであります。最高クラスの被害

を受けたときにどうするのかを今は考えてお

かなければならない時期だと思います。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君。 

○13番（石橋英和君）市長部局を離れまして、

実働部隊であります橋本消防長。橋本消防が

総力を挙げて土砂排除の作業をやっていただ

くとしたら、同じように１時間当たり何㎥の

土を動かすことが可能か質問させていただき

ます。  そんな中で、これ非常に長時間かけて練り

上げていただいたんだと思いますが、ちょっ

と一点質問をさせていただきます。 

○議長（井上勝彦君）消防長。 

○消防長（神谷重廣君）石橋議員のご質問に

お答えいたします。  この組織図なんですけど、今、部長のほう

からもその組織の名前も出てまいりましたで

すけども、この組織、ここに載っておる分で

すよ、組織が総力を挙げてやっていただいた

として、１時間に掘削度量、何㎥の土が掘削

可能でありますか。それと、１時間当たり運

動能力、１時間に何㎥の土を運べるという質

問でございます。具体的な数値なかったら、

抽象的な言葉を使っていただいても結構です

けども、よろしくお願いいたします。 

 消防におきましては、大きな災害が発生す

れば、まず何をするかといいますと、消火で

ございます。警察、自衛隊等、応援も来てく

れますけども、まず消火の機材を持っている

のが消防署、消防団でございますので、まず

消火、その次に救助というようになっており

ますので、土砂の運搬等については考えてお

りません。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君の再質問

に対する答弁を求めます。 

○13番（石橋英和君）ありがとうございます。

そんな意地の悪い質問はもうこれでやめます。 

 建設部長。  申し上げたいのは、先週私たちはテレビを
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見ておりまして、どのチャンネルを回しても、

ユンボが土を動かしている映像ばかり先週は

見た１週間であったわけでございます。やは

り、災害復旧の主役はユンボでございます。

土を運ぶのはダンプでございます。まして、

道路復旧となれば、大量の土と格闘を迫られ

るわけでございます。崩壊してきた土砂を取

りのける、そして陥没した道路の割れ目に土

を埋める、そして初めて防災計画が、救急車

が走れるようになるわけであります。そのい

かにも一番初動、大切な道路の、何とかスム

ーズに、走り心地なんてどうでもええんです、

舗装なんて半年後にやりゃいいんです、とり

あえず、ぱっくり口のあいた道路に土を埋め

れば、通り心地は悪くても救急車は通れます。 

○議長（井上勝彦君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）応援協定につきま

しては、市民安全課のほうで結ばさせていた

だいておりまして、建設協会と結ばせていた

だいています分、それから個々に業者のほう

で結ばせていただいている分がございまして、

現在約50社と協定が結ばれております。 

 ただ、議員おただしのように、具体的な作

業手順ですとか、そういったお話というのは

なされていないというふうに解しております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君。 

○13番（石橋英和君）何回も申しますけども、

やはり初動操作、そのときに動く重機がとり

あえずは主役だと私は思うんです。その一番

当てにしておる主役と一度も会ったことがな

い、打ち合わせしたことがない。それで防災

対策は万全に整っておりますという言葉を言

っちゃいかんと思います。 

 そういうことにおいて、この計画において、

いかにも道路を何とか通れるようにせなあか

んねというあたりが私はいかにも軽くという

か、ほとんど、この中を見させてもらっても

ユンボとかダンプという言葉は出てきません。

今、部長がおっしゃったように、ほかにもあ

りますよ。建設関連業種にお願いするという

文言は出てきますけども。 

 それと、入札参加資格を取得するときに、

防災協力という項目を一つ書いておけば点数

がちょっとアップになるということで、どこ

とも今は書く時代であります。それは本当に、

いろんないっぱいある入札参加資格書類のう

ちの１枚になってしまっております。そこの

社長は書いておるという認識はあるでしょう。

でも、実際そこの組で毎日ユンボに乗ってお

る人たち、ダンプに乗っておる人たちは、全

部聞いていないからアンケートをしたんだな

んて、そこまで言葉を使いませんが、何人か

に尋ねますと、実際ユンボ、ダンプの運転手

はそういう事実を知りません。 

 再度申し上げます。本当に復旧するのは、

主役はユンボです。ダンプです。それがコン

ピュータつきロボットじゃないんです。人間

が乗って操縦して初めて満足に動くわけであ

ります。 

 それじゃ、次の質問なんですけども、担当

はどちらになるんでしょうか。じゃ、業者と

協定を結んで、団体と協定を結んで、そのと

きは力を貸してもらうんだという、おっしゃ

った言葉ですけども、実際にユンボに乗って

いただく人たちに具体的にそういうときにこ

んな手順で皆さんこんなふうにという作業マ

ニュアルの説明であったり、その人たちに実

際顔を突き合わせて説明会、していただいて

おりますか。 

 それで、甚大な災害が発生したときに、電

話がかからない、携帯電話ももう回線がパン

クしているという中で、実際本当にユンボに

乗って活動してほしい人たちが、私たちはこ

ういう仕事をする立場なんだということを知

らずに日々送っております。市当局もその人
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たちを集めて、あなたたちにこういう仕事を

してほしいと思っているんですと、あなたの

会社からはユンボが３台とダンプ２台提供し

ていただける、それにふだん乗っておられる

あなたたちはどの地域を主に活動してほしい

んだということも伝えていない現状でありま

す。 

 それで、よくある話、起こってしまってか

ら、こんなのだったら平常時いくらでも時間

があったときにやっておけばよかったという

言葉は、これはつきものであります。しよう

がないです。全くそれをなしにするわけには

いかんとは思うんですけども、あまりにもや

っていなさ過ぎると思わざるを得ません。 

 そして、その次に出てくる月並みな言葉は、

今回のことを教訓として次は絶対こういうこ

とのないようにと、いつも言うわけでありま

す。でも、今できることは何かといったら、

今できることはどれだろうと一生懸命探して

やっぱりやっておかないと、つきものだから、

そのときその言葉でまたいいや、済むわとい

うものじゃありません、これは。 

 だから、どう見ても私の目から見ては、何

でやらないのかなと。前も一度この話をさせ

てもらいました。でも、全然進んでおらない。

それで、ましてその後、東日本大震災を目の

当たりに見て、ああはなりたくないという、

非常に気の毒だなという気持ちを、そして、

また台風が来まして、孤立している、道路が

現地へ入らない。そんなことを毎日テレビで

見さされていて、やっていない。なったらど

うするんですか。本当に、協定を結んでいる

だけで、寸断された橋本市の道路、ちゃんと

救急車を走れるようにできますか。もう一度

お答えください。 

○議長（井上勝彦君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）応援協定を結んで、

改めてそういう場は設けておりませんが、先

日の台風12号、その前の８月27日の集中豪雨、

これに関しまして一部市道等で崩落がありま

して、そういった際に常々、災害復旧の手順

とかいうふうなのは業者との間で経験を積ん

でいるというところから、改めてそういった

場は設けていないというふうに解しておりま

す。 

 ただ、議員おただしのもっと大きな災害が

来た場合ということになりますと、まさにお

っしゃるとおりで、地域割りの問題ですとか、

もっと広い意味での手順というのが確かに必

要になってくるのかなと思います。 

 それと、先ほど橋梁の質問もいただいたん

ですけども、440橋の中、この計画書の中では、

例えば中央構造線に伴う直下型地震が起こっ

た場合、これは確率の問題ですけども、22橋

程度が滑落すると、使えなくなると。これは

あくまで統計上の数字でありますので、具体

的にどこかということにはなっておりません

が、大きな災害を想定した場合、どういった

手順でやっていくかということになりますと、

例えば、どこかの橋梁が使えなくなった場合、

迂回路をどうするんだ、あるいは復旧方法を

どうするんだというふうなことで、仮のシミ

ュレーションでもしていかない限りはなかな

か具体的な手順書、マニュアル作成には至ら

ないのかなというようなことで、本日ご提案

いただきました、そういった具体的な手順と

いうのをもう少し踏み込んでやるべきではな

いかなというふうなご指摘であろうと思いま

す。その点につきましては、今後、どういっ

た場になるかはわかりませんが、もう少し具

体的な手順、マニュアルというものを作成す

る必要はひしひしと感じております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君。 

○13番（石橋英和君）実際、その時点で重機

に乗っていただくオペの人たちに、一点当局
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と話をしてほしいというのは、実際その人た

ちから聞き取りした、その人たちは多分その

現場で困るであろうということがいくつかあ

るんですよ。 

 この計画書では、車を放置する場合は、そ

れはぱっくり道が口あいておったら、そこで

車を乗り捨てなきゃしようがないんですけど

も、左側にとめてキーをつけてロックせずに

立ち去れというふうに、これ書いているんで

すよ。でも、実際そのときに、そんなことを

みんなに広報していないし、もし市民が、前

がぱっくり道があいていて、もう怖くなって

そこで車を乗り捨てると。ただ、心情的に、

車だれかに乗られたら嫌やなとか、前は進め

ないけど、だれかが緊急時だから後ろへバッ

クして、自分の車で人でもはねたらもっと嫌

だなと。やっぱり、自分の車をロックして、

キーをポケットへ入れて目的地へ徒歩で行く

ケースも十分考えておかなければならない。

果たして、それがたまたま狭い道であったり、

車が横向きにとまっておったりして、前の道

路が割れた部分、土砂を埋めても、その車が

その道を通行をふさいでいるわけですよね。

そしたら、その車をユンボでぐしゃっと押せ

ば、ユンボは力が強いから、そんなぐらいい

くらでも動きます、車は。でも、それは傷物

になりますよ、その車は。果たして、その場

で、そのユンボの運転手がそれをやっていい

のかどうかと、当然これは苦しむんですよね。

そんなことの質問を先やっぱり処理しておい

てあげないと、そんな人に、お前たち頼むと

いうのは酷な話。本当に酷な話。 

 それと、左から山が崩落してきて道路をふ

さいでいると。右は谷やから、それをユンボ

で道路の土砂を右の谷へほうり込む、これは

たやすいことであります。しかし、左の谷は

民地であったときに、柿山であったときに、

そこの地主が、うちの柿、むちゃくちゃにな

ってしもうたという。でも、それは一番早く

道路を復旧させる方法なんですよね。そのと

きに、ユンボを操縦する人がこれやっていい

のか、悪いのかをすぐ返答をもらえるんだっ

たらいいし。それこそ、さっき言うた、至る

ところで道路やられて、市の職員が現場１個

ずつつけないし。それがあります。 

 それと、道路、口があいておったら土で埋

めりゃ、そんなものは30分あれば、50センチ

程度の幅で50センチの深さだったらすぐ復旧

しますよ、20分あればね。でも、土が欲しい

わけですよ、それを埋める土がね。そしたら、

すぐそばに山がある。その土をすくってほう

りこみゃ、じき20分でできる。でも、その山

の土、民間の土を勝手にとってやって後で文

句が出たらだれが責任とってくれるのという

話を事前にみんなとしておいていただかない

と。その場になってやれと言われたって、そ

れは大変なんですよ。だから事前にその人た

ちとね。 

 それと、一つ、建物が地震で崩壊して道を

ふさいでいるケースがあるんですよね。これ

は工場だから多分中に人は挟まれていないだ

ろうと思って、それは手でやったら膨大な人

数が要る。ユンボでやったらすぐできる。で

も、もしその工場の２階に作業員の仮眠室が

あったとしたら、それで人が挟まれていたと

したら、ユンボでやってしまったら致命的な

傷をつけてしまうんですね。 

 こんなときにも、やっぱり市が協定結んで

やってくれと言うんだったら、建物はやっち

ゃいかんよと、やっぱり何ぼ倉庫だから人は

いないはずだで、やっちゃいかんよと、そう

いう話もいっぺんはしておくべきことのはず

であります。それを何もせずに、あの人たち

と協定を結んでいるからうちの命令を聞くは

ずだというのは、そんなのだめです。もう一

回、お願い。副市長でも市長でも部長でも、
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これはやっぱりもう一回聞いておかんとあき

ません、これは。 

○議長（井上勝彦君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）議員おただしの件

につきましては。東日本の災害の中でも現実

的に起こっている問題が多々あります。特に、

所有権の問題、瓦れきの処理を急ぎたい、現

場を急ぎたい。一方で、瓦れきといえども、

いわゆる思い出のある品物とかもあって、非

常に現場が混乱している。時の法務大臣の見

解で、これはなかなか難しい問題で一概に廃

棄物とは言えんなというふうなところもあり

まして、非常に難しい問題がございます。 

 それから、先ほど言いました山の土を谷へ

ほうり込んで、じゃ、その所有者との話はど

うなるんだ。ここらあたりも非常に難しい話

かなと思います。 

 ということで、いずれにしましても、ある

程度事前にマニュアル化して手順書的なもの

ができる部分と、やはり乗り越えられない部

分というのがございます。かといって、一方

で、議員ご指摘のように、大規模災害を想定

しますと、市の職員が一々そこについて所有

者と話をし、臨機な対応をできるかというと、

なかなか手が回らない。じゃ、どうするのか

ということにつきましては、これは今すぐな

かなか答えの出る問題ではないかなというふ

うに考えます。 

 東日本のほうでもいろんな問題にぶち当た

って、それを法改正等でクリアーできないか

というのが現在進行形で進んでいるようでご

ざいますので、当然本市においても大災害が

生じた場合、そういった法的な問題をどうし

てクリアーしていくかというのはなかなか答

えが出ませんが、そういった中で一つでもヒ

ントが見つかれば、今後の課題にはしていき

たいと思いますし、議員おただしの指摘とい

うのは現場において当然発生するであろうと

思われることばかりでございますので、今後

の検討課題として重々重く受けとめさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君。 

○13番（石橋英和君）何回も同じことを言い

ますけども、最初道路が通れるようになって

先運びたいのはけが人であります。橋本市民

であります。出血多量があります。早いこと

運べるかどうかで、救える命か、もうあきら

めてしまう命かの分かれ目であります。その

ために、それを全部車で運びます。ヘリなん

か来てくれません。そんな近畿全域やられて

おるのにね。 

 その道路をいかに早く救急車が通れるよう

にするかという議論において、その場におい

たら確かに大変でしょうねと、今そのヒント

がないからちょっとまた考えますで、市長が

いつも言われている安心・安全のまちじゃな

いです、こんなのはね。やっぱり今解決して

おかなきゃならないことから目をそらして、

それはだめだと思います。やっぱり、こうや

りますというのを言ってこそ、安心のまちで

すよ。まだ考えていませんは、ほんまに言っ

ちゃだめです。 

 それと、大量の土を相手に土を盛る、土を

除去する。これは協定を結んでおるユンボと

ダンプが動けば、運転手が一生懸命作業をし

てくれればいけます。 

 橋梁の問題でございます。前も耐震に耐え

られない、基準に合致していない橋梁がほと

んどでありますという答弁をもらった。緊急

にユンボとダンプがいくら動いても橋梁は絶

対早急に回復はできません。そういう作業じ

ゃないんです。土を盛って橋を復旧できるか

というのは無理であります。川が流れておる

し。それを本来ちゃんとやるんやったら半年

かかるんですけども、自衛隊あたりがそれな

りの機材は持っておるようでございますが、
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すぐにそんなものを持って、そのサイズぴっ

たしのものを持って飛んできてはくれない。

そして、それはいくら地元の人たちに、作業

員に、ユンボのオペに言うたって、壊れてし

まった橋は、これは無理です。 

 だから、そのときにどれとどれがまず落ち

ることを想定して、どこを迂回路に使って、

じゃ、ここはもうあきらめるというところの

道路復旧をやったって無駄なことで。結局、

橋で、ああ、これで行きどまりかとなってし

たら、それまでやってきた作業が全部無にな

るわけで。だから、この地区に関しては、こ

の橋が生きていればここまで復旧するけども、

橋が落ちていたら、あえて無駄な復旧をしな

い、この道を迂回路として生かすという計画

もやっぱり立てておかないと、慌てた非常事

態の中で無駄な作業を延々やっていたなんて

ことは、これはやっぱり許されないことであ

りますね。 

 だから、これも読ませていただいたし、答

弁も聞かせていただいた。そして、橋梁の対

策も今２回目の質問をさせていただいたけど

も、そんなに、安全・安心なまちをつくって

おりますとか、災害対策を整えておりますと

いう言葉はちょっと使っていただくのは待っ

ていただきたい。今やっていただくことをま

ずすぐに着手していただきたい。そして、そ

の結果を示していただきたい。それを要望。

要望って、もう答弁もろうたって、同じ答弁。

答弁くれますか。お願いします。 

○議長（井上勝彦君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）石橋議員の再質問にお

答えを申し上げたいと思います。 

 本当に安全・安心のまちづくりといつも申

し上げておるわけでありますけれども、３月

からの東北大震災、あるいは台風12号による

紀伊半島のとりわけ五條市、十津川、これを

目の当たりに見させていただいて、全く石橋

議員のおっしゃること、ごもっともでござい

ます。 

 したがいまして、やはり道路網をさらに充

実していくということと、そして、万が一の

場合に、そういうユンボでとかダンプでとか

というのを事前に担当課において調査をきち

っとして、そして有資格者のことも明白にし

て、そして準備をできるだけ整えていくとい

うようなこと。 

 こういうことも大事ではなかろうかなと思

っておるところでございますし、あるいは、

東北あるいは台風12号に、きょうも３名の激

励を朝からしてきたわけでありますが、南紀

のほうへ40日間ほど１週間ぐらいの交代で行

くんです。この間からも上水道からも行きま

すし、消防からも行っていただいておるわけ

でありますが、この君たちの報告で、それぞ

れの問題点がたくさんあるんです。実際に目

の当たりに体験したことを担当課においてま

とめて、それを今後の安全・安心のまちづく

りの一助にしていくべきではなかろうかな。

そうも思うわけでございますので、決して緩

んでおりませんので、足らないところはさら

に充実しながら、本当に住んでよかったなと

いうまちづくりのために取り組んでまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君。 

○13番（石橋英和君）市長の口から、足らな

いところは補ってという言葉をいただきまし

た。担当課、そういうことでございますので、

足らないところ、多々あると思います。部長

もいろいろと足らないところ、ご自身でもわ

かっておられると思います。ですから、もう

２回目の質問でございますので。２回目って、

もう過去にね。だから、次もまた、いや、全

然進んでいないんですという答弁はもうもら
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えないし、早い時期にここをこういうふうに

しましたということで、それで市民の不安を

払拭できましたという、いつかその報告を近

いうちに、これはいただかなければなりませ

ん。 

 これで終わらせていただきます。ありがと

うございます。 

○議長（井上勝彦君）これをもって、13番 石

橋君の一般質問は終わりました。 
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